
珠洲市若者定住促進支援事業 
 

事業の目的 

この事業は、新規学卒者及びＵ・Ｉターン者の日常生活の支援を行うことで、本市における若者の定住の促進を図るこ

とを目的としています。 

 

 

商品券の交付対象となるには 

（詳しくは裏面をごらんください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業とは次のいずれかを指します 

・珠洲市、輪島市、能登町、穴水町の事業所に就職 

・珠洲市、輪島市、能登町、穴水町にて自ら事業を営む 

・珠洲市、輪島市、能登町、穴水町にて家族が個人事業主の 

事業に専従 

 

 

 

 

 

 

• 義務教育を修了した方

• 義務教育終了後に引き続き就学し、当該卒業
年限を修了し卒業した方

新規学卒者とは

• 本市から市外に移住し、再び本市に転入した
満４０歳以下の方（本市に住所を有しなかった
期間が１年超の方）

Ｕターン者とは

• 本市を出身地としない方で、本市に転入した
満４０歳以下の方

Ｉターン者とは

事業の内容 

 

・市長との意見交換会～しゃべり場すず～の開催 

     新規学卒者及びＵ・Ｉターン者の意見を本市の施策に反

映するため、市長を囲んで意見交換会を行います。 

     年２回（８月と３月）を予定しています。 

・商品券の交付 

     新規学卒者、Ｕ・Ｉターン者の日常生活を支援するための

商品券（３万円相当）を交付します。 

     市長との意見交換会～しゃべり場すず～席上にて交付

します。交付は一人につき１回とします。 
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お問い合わせ 

珠洲市役所 産業振興課 

商工・労政・企業誘致係 

〒９２７－１２９５ 珠洲市上戸町北方１字６番地の２ 

TEL ０７６８（８２）７７７５  FAX ０７６８（８２）７８０２ 

E-mail rousyou@city.suzu.lg.jp 
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珠洲市若者定住促進支援事業　商品券交付対象者分類シート

珠洲市に住所がある（住民登録している）

１年を超えて、珠洲市外で生活していて、そこから珠洲市へ転入した。

（学業、就業その他問わない。住民票の異動は問わない。）

は
い

転入時の年齢は４０歳以下である 地元の中学校・高校等を卒業してから１年以内

に奥能登で就業した

転入してから１年以内に奥能登で就業した または

奥能登で就業してから１年以内に転入した

珠洲市が出身地である

Uターン者

公務員ではない

対象外

人事異動等によって奥能登（珠洲市、輪島市、穴水町又は能登町）を離れることはない
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い
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い
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